
手洗い

基本行動

マスク着用

咳エチケット

人との
距離を取る
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特に、今年の新年度

感染防止行動を徹底

入学式等 お花見入学・着任
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歓迎会や新歓コンパ等

は控える
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歓迎会など



４人までの少人数、短時間、
深酒せず、大声出さず、
会話ではマスク

「黙食」を実践
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飲食の際には



札幌市内においては、
不要不急の外出を控える

札幌市との不要不急の
往来を控える

感染リスクを回避できない場合

４/１６まで
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「まん延防止等重点措置」

宮城県、大阪府、兵庫県
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不要不急の往来を控える

４/５から



※国直轄事業

モニタリング検査新型コロナ

札幌市内の事業所
４/１から順次、実施
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時短や外出自粛等の影響を受けた道内事業者の皆様へ

国の一時支援金
申請はお済みですか？

「 道内事業者 の皆様も申請できます 」
特に、旅行関連事業者の皆様の

申請に必要な書類が大幅に簡素化されています！

申請をお考えの方は、下記連絡先までご相談ください

【一時支援金事務局】（ホームページ）https://ichijishienkin.go.jp/

0120-211-240
03-6629-0479

お問い合わせ

中小法人上限60万円 個人事業者上限30万円

※IP電話等からのお問い合わせ先
（通話料がかかります）

※申請の受付は
5月31日(月)までです
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時短や外出自粛等の影響を受けた道内事業者の皆様へ

道の特別支援金
ぜひ、ご活用ください
❶ 時短対象飲食店等との取引がある事業者

または

❷ 外出･往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
対 象

申請をお考えの方は、下記連絡先までご相談ください

（ホームページ）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm

【道特別支援金コールセンター】011-351-4101

国の一時支援金を受給できなかった方は、

金 額

お問い合わせ

中小法人20万円 個人事業者10万円
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